
内
閣
衆
質
一
六
四
第
二
二
六
号

平
成
十
八
年
四
月
二
十
一
日

内
閣
総
理
大
臣

小

泉

純

一

郎

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
外
務
事
務
次
官
経
験
者
の
大
使
任
用
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。

平
成
十
八
年
四
月
二
十
一
日
受
領

答

弁

第

二

二

六

号



衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
外
務
事
務
次
官
経
験
者
の
大
使
任
用
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

外
務
省
と
し
て
は
、
平
成
十
四
年
七
月
二
十
二
日
の
「
外
務
省
改
革
に
関
す
る
「
変
え
る
会
」
―
最
終
報
告
書
―
」
（
以

下
「
最
終
報
告
書
」
と
い
う
。）
は
、
外
務
省
の
改
革
の
た
め
の
具
体
的
な
措
置
を
提
言
し
た
文
書
で
あ
る
と
認
識
し
て
い

る
。

二
に
つ
い
て

大
使
の
任
用
は
適
材
適
所
の
観
点
に
立
っ
て
公
正
か
つ
厳
格
に
判
断
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
御
指
摘
の
「
外
務
省

改
革
「
行
動
計
画
」」
に
お
け
る
記
述
が
な
さ
れ
た
。

三
、
四
及
び
六
に
つ
い
て

外
務
省
と
し
て
は
、
大
使
の
任
用
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
が
外
務
事
務
次
官
の
経
験
者
で
あ
る
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、

適
材
適
所
の
観
点
に
立
っ
て
公
正
か
つ
厳
格
に
判
断
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

五
に
つ
い
て

御
指
摘
の
者
は
、
平
成
十
四
年
二
月
か
ら
平
成
十
七
年
一
月
ま
で
の
間
、
外
務
事
務
次
官
を
務
め
た
。
最
終
報
告
書
は
、

一



平
成
十
四
年
七
月
二
十
二
日
に
提
出
さ
れ
た
。

二


